
令
和
元
年
六
月
十
一
日
提
出

質
問
第
二
一
三
号

小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
中
国
漁
船
宝
石
サ
ン
ゴ
密
漁
と
海
底
環
境
の
保
全
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

松

原

仁
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小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
中
国
漁
船
宝
石
サ
ン
ゴ
密
漁
と
海
底
環
境
の
保
全
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
八
分
科
会
に
て
、
東
京
都
小
笠
原
村
母
島
東
南
東
沖
に
お
け
る
宝

石
サ
ン
ゴ
の
密
漁
問
題
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

同
会
で
は
、
時
間
の
都
合
上
小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
中
国
漁
船
宝
石
サ
ン
ゴ
密
漁
に
よ
る
海
底
環
境
へ
の
悪
影
響
に
つ
い
て

ま
で
は
、
十
分
質
問
で
き
な
か
っ
た
。

宝
石
サ
ン
ゴ
の
密
漁
に
関
連
し
て
は
、
逮
捕
さ
れ
た
船
長
が
釈
放
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
「
担
保
金
の
額
」
及
び
「
担
保
金
の

提
供
を
保
証
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
違
反
者
と
の
関
係
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ

て
い
る
。
「
担
保
金
の
額
」
が
、
国
民
が
納
得
す
る
適
正
な
額
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
「
担
保
金
の
提
供
を
保
証
す
る
者
」
が

担
保
金
を
確
実
に
保
証
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
国
民
が
そ
れ
ら
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
こ

と
が
で
き
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
水
産
庁
が
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
一
日
に
「
平
成
二
十
六
年
度
小
笠
原
諸
島
周
辺
海
域
宝
石
サ
ン
ゴ
緊
急
対
策
事

業

報
告
書
」
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
）
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
中
国
サ
ン
ゴ
船
に
よ
る
違
法
操
業
が
多

数
確
認
さ
れ
た
地
点
を
含
む
」
調
査
で
、
「
宝
石
サ
ン
ゴ
を
含
む
サ
ン
ゴ
類
が
減
少
し
た
可
能
性
」
や
、
「
中
国
サ
ン
ゴ
船
の

一



違
法
操
業
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
残
存
漁
具
や
宝
石
サ
ン
ゴ
の
破
損
な
ど
の
被
害
痕
跡
が
確
認
さ
れ
」
て
い
る
。

小
笠
原
諸
島
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
九
日
に
世
界
自
然
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
、
独
特
で
豊
か
な
自
然
が
残
っ
て
お

り
、
そ
の
自
然
環
境
は
そ
の
遺
産
を
保
有
す
る
日
本
の
法
律
や
制
度
で
守
ら
れ
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た

世
界
自
然
遺
産
に
お
い
て
、
中
国
漁
船
の
密
漁
が
活
発
化
し
て
い
る
現
状
は
、
地
球
の
海
洋
生
態
系
及
び
水
産
資
源
に
対
す
る

明
確
な
脅
威
と
し
て
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
密
漁
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
安
全
保
障
の
点
か
ら
も
、
政
府

が
毅
然
と
し
た
姿
勢
で
対
処
し
な
け
れ
ば
、
小
笠
原
諸
島
の
島
民
、
日
本
国
民
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
不
安
を
増
大
さ
せ
る
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
。

ま
た
、
中
国
は
小
笠
原
諸
島
を
構
成
す
る
沖
ノ
鳥
島
を
島
で
は
な
く
、
岩
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
沖
ノ
鳥
島
沖
の
日
本
の
排

他
的
経
済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
を
認
め
る
こ
と
な
く
、
公
海
と
し
て
、
同
島
周
辺
海
底
に
お
け
る
レ
ア
ア
ー
ス
泥
な
ど
に
強
い
関

心
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

海
底
環
境
へ
の
悪
影
響

�

報
告
書
に
よ
る
と
、
「
発
見
さ
れ
た
残
存
漁
具
の
大
半
は
漁
網
片
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
漁
網
は
プ
ラ
ス
チ
ッ

二



ク
製
が
多
く
、
海
底
に
放
置
し
て
お
く
と
、
生
態
系
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
。
世
界
自
然
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る

小
笠
原
諸
島
の
海
底
環
境
保
護
の
た
め
に
も
、
海
底
環
境
維
持
の
た
め
に
違
法
中
国
漁
船
が
海
底
残
置
し
た
漁
網
片
の
除

去
を
政
府
主
導
で
行
う
こ
と
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

�

前
項
の
た
め
に
要
し
た
調
査
研
究
及
び
除
去
等
の
た
め
の
費
用
を
中
国
政
府
へ
請
求
す
る
と
と
も
に
、
回
収
し
た
漁
網

片
を
中
国
へ
送
り
返
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
損
害
回
復
及
び
回
収
物
の
処
分
の
た
め
に
中
国
政
府
と
交
渉
に

入
る
用
意
は
あ
る
か
。

二

Ｅ
Ｅ
Ｚ
法
違
反
者
の
釈
放
に
関
し
て

同
法
違
反
者
を
釈
放
し
た
場
合
、
①
「
本
事
件
の
担
保
金
の
額
及
び
算
出
根
拠
」
、
②
「
担
保
金
の
提
供
を
保
証
す
る
者

の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
違
反
者
と
の
関
係
」
、
③
「
担
保
金
を
提
供
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
違
反
者

と
の
関
係
」
、
そ
し
て
、
④
「
担
保
金
の
提
出
期
限
」
を
公
表
す
る
か
。

三

前
項
に
お
い
て
、
公
表
し
な
い
場
合
に
、
そ
の
合
理
的
理
由
は
何
か
。

四

小
笠
原
諸
島
周
辺
海
域
に
お
け
る
レ
ア
ア
ー
ス
の
保
全
に
つ
い
て

レ
ア
ア
ー
ス
は
、
電
気
自
動
車
に
不
可
欠
な
ネ
オ
ジ
ム
磁
石
の
主
成
分
で
あ
る
ネ
オ
ジ
ム
な
ど
を
含
み
、
非
常
に
希
少
価

三



値
が
高
い
。
今
年
に
入
り
、
中
国
の
海
洋
調
査
船
「
嘉
庚
」
（
カ
コ
ウ
）
が
、
沖
ノ
鳥
島
の
東
北
東
約
百
六
十
キ
ロ
の
Ｅ
Ｅ

Ｚ
内
に
お
い
て
、
ロ
ー
プ
を
垂
ら
し
た
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
日
本
政
府
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
中

国
政
府
は
じ
め
諸
外
国
政
府
か
ら
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
に
お
け
る
探
査
活
動
に
対
し
て
、
毅
然
と
し
た
対
応
を
行
う
べ
き
で
あ
る

が
、
日
本
政
府
と
し
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を
行
う
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

四


